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立川第五中学校へようこそ  ～「一人一人の力」を伸ばすために～ 

 
 

校長  小沼 孝行 

 

お子様の来春の中学校ご入学､誠におめでとうございます｡保護者の皆様には､入学を心待ちに

していらっしゃると共に、具体的な入学準備に余念の無いことと存じます。今回の｢新入生保護

者説明会｣にでは､立川第五中学校の教育の概要､入学準備について保護者の皆様にご理解とご支

援を賜るために設けさせて頂いたものです。 

さて､本校は、｢自ら学び､思いやりの心を有し､為すべきことを率先できる健康な生徒の育成｣

を目指し教育活動の充実に取り組んでおります｡この視点は､立川市が教育に掲げる｢確かな力､

やさしい心､個を輝かせ､社会のために｣という指針を､本校の状況に即して表したものでもあり

ます｡今日の多様な価値観の中で､教育の不易と流行を見極め教育活動を行うに当たり､欠くこと

のできない視点と考えています｡ 

殊に、学力・体力の向上は家庭・地域の方々の願いです。本校では、①学力の基盤となる言語

能力の伸長を目指す指導の工夫と改善､②生涯に渡り力強く学び続ける体力と意志の育成を重視

し､誰もが学校内外で気持ちよく生活するための生き方指導をベースとして中学校教育に専心し

ております｡また､一人一人の生徒の多様な個性を的確に伸長できるよう「個に応じた教育支援」

について研鑽を積んでいます。 

｢誰もが学校内外で気持ちよく過ごせる生活｣の実現には､たとえば｢ゆとりある登校｣が等が挙

げられるのでしょう｡この気持ちのゆとりが､すがすがしくさわやかな挨拶､上履きを丁寧に履く

習慣､落ち着いて取り組む朝読書への構え､明確な目的をもった学習活動､より良い環境を作り出

していこうという意欲を生み出して行きます｡基本的生活習慣の確立は､諸課題のよりよい向上

に不可欠な原動力となるものです｡保護者の皆様と共に生徒に諭していきたいものです｡また､入

学当初の緊張や頑張りによる疲れ、部活動での疲労と学習の両立などで､中学校生活のリズムに

心や体が慣れずストレスが積もります｡これも保護者の皆様のサポートを頂きながら、生徒一人

一人が自らの果たすべき責任を自覚し､集団としての力を高めていかねばならない時です。三者

面談をはじめとした保護者の方々ときめ細かく連携しスクールカウンセラーなどの専門職を交

えて備えを行い､卒業時に「立川第五中学校に学んでよかった」と言えるよう取り組みます｡ 

重ねて保護者の皆様にご理解とご支援を賜りますようお願いします。 

 

 本校の概要                           

  教職員数 

 

 

校 
 

長 
 

 

副 
校 
長 
 

 

主 
幹 
教 
諭 
 

主 
任 
教 
諭 
 

主

任

養 
護 
教 
諭 

教 
諭 
 

講 
 

師 
 

非 
常 
勤 
教 
員 
 

事 
 

務 
 

 

用 
 

務 
 

 

SC 支援員 
配 
膳 
員 
 

管 
理 
員 
 

合 
 

計 
 

HF 指導員 

ALT 介助員 

男 １ １ ２ ６  １４ ３ １ １ ２ ２ ３  ４ ４０ 

女   １ ２ １ ８ ６  ３  １ ４ ２  ２８ 

計 １ １ ３ ８ １ ２２ ９ １ ４ ２ ３ ７ ２ ４ ６８ 

                 

  学級数・生徒数                         平成 2６年１２月３１日現在 

 学級数 男 子 女 子 合 計 

１ 年   ６   １０４   １０６ ２１０ 
２ 年   ６ １２７    ９４ ２２１ 
３ 年   ６ １１８   １１０ ２２８ 
１０組   ３   １５      ６    ２１ 
合 計 ２１ ３６４   ３１６  ６８０ 
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  中学校での学習と生活         

 

1  生活時程（平成２６年度） 

 (月)・水 (月)・火・木・金 

生徒登校 ８：３０ 

朝読書 ８：３０ ～   ８：４０ 
朝学活 ８：４０ ～  ８：４５ 
１校時 ８：５０ ～  ９：４０ 
２校時 ９：５０ ～ １０：４０ 
３校時 １０：５０ ～ １１：４０ 
４校時 １１：５０ ～  １２：４０ 
昼 食 １２：４０ ～  １３：０５ 
昼休み １３：０５ ～  １３：２０ 
５校時 １３：２５ ～  １４：１５ 
６校時 ― １４：２５～１５：１５ 
終学活 １４：１５～１４：２５ １５：１５～１５：２５ 
清 掃 １４：２５～１４：４０ １５：２５～１５：４０ 
一般下校 １４：４０ １５：４０ 

      （生活時程については平成２７年度より改訂の予定です。） 
 

2 学習について          

   週授業時数（平成 2７年度） 

教 科 
国

語 
社

会 
数

学 
理

科 
音

楽 
美

術 
保

体 
技

家 
英

語 
道

徳 
特

活 
総 

合 
合 計 

１年生 ４ ３ ４ ３ 1.3 1.3 ３ ２ ４ １ １ 1.4 ２９ 
２年生 ４ ３ ３ ４ １ １ ３ ２ ４ １ １ ２ ２９ 
3 年生 ３ ４ ４ ４ １ １ ３ １ ４ １ １ ２ ２９ 

        
  中学校での学習には、上の表のように９教科、総合的な学習の時間、道徳、特別活動が 

あります。生徒みんなが、学習に取り組む姿勢と各教科の基礎・基本をしっかり身につけ  

て、学校生活を有意義に送ることを願っています。授業の内容も少しずつ難しくなります  

から、家庭学習の習慣づけができるようにご家庭でもご指導ください。 
 

 ① 学習や生活の様子は、通知表で学期末に３回ご家庭にお知らせします。  

 
 ② 定期テストがあります。年間で計４回定期テストを行います。テスト前には質問教室

を実施しています。 

  

 ③ 絶対評価で評価します。 

  ・絶対評価で、教科の目標（観点）にどれだけ到達したかを観点別に評価します。 

  ・観点別評価ではＡ・Ｂ・Ｃの 3 段階、教科の評定は１～５の 5 段階で表されます。 

                                 

  ④  英語と数学で少人数指導を行います。（数学２・３年  英語１・２・３年） 
 

 ⑤ その他                                                      

・夏休み中と１０月に三者面談を行います。学習における自己の課題を意識させ、休み

中も学習に意欲をもって取り組めるように指導を行います。 

   ・放課後や夏休み等に学習教室を開き、補充学習や課題別学習を行っています。  
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3 生活について 

 
① 生活指導における基本方針 

      ・安心して生活できる学校づくり 
      ・生徒の社会性の育成＝優しさ・いつくしみ・思いやり 等 

  
② 具体的な指導内容 

   学校は集団で生活する場であり、そこには規律と秩序が大切です。本校においては生  

  徒全員が安全で、しかも安心して学校生活が送ることができるよう、下記のことを「五 

  中生として守るべき事」として、毅然たる指導を行っていきます。 

 

 
 １ 社会のルール（法律）を守る。 
     （暴力その他の危険行為、器物損壊、喫煙、飲酒等） 
 ２ 学校のルールを守る。 
     （時間を守る、授業をきちんと受ける、人に迷惑をかけない 
    異装や染髪をしない、不要物を持ってこない、 
    自転車で来ない、 暴言をはかない 等 ） 
 ３ 先生の指導に素直に従う。 

 

   生活指導は、「問題行動へのガイドライン」に基づいて行っています。具体的なお話  

  は、4 月の全校保護者会の中でさせていただきます。 

 
③ その他                                          

  ◇ 昼食 
    昼食は、弁当持参か「外注給食方式」による給食です。「外注給食方式」とは、“ラ

ンチカード”で、各自が１週間前まで給食を申し込む方式です。手続きなどの詳細につ

いては、本日配布の『給食関係書類』の案内、資料をご覧ください。 
  ◇ 教育相談 
   本校ではスクールカウンセラーが週１回勤務して生徒や保護者の方の相談を受け付

けています。相談室には直通電話が設置してありますのでご相談ください。 

  
部活動（平成２６年度開設の部） 

   【文化部】吹奏楽、交流、英語、文芸、美術（デッサンコース、イラストコース）  
   【運動部】バスケットボール（男子／女子）、バドミントン（女子） 

バレーボール（女子）、卓球（男子）、サッカー（男子） 
       野球、陸上競技（男子／女子）、硬式テニス（女子） 

 
  ＜活動時間＞ ＊朝の練習…７時３０分以降 
            ＊放課後の練習  （下記の時間より早く終了することもあります。）  

 

        

 

 

 活動終了
 

最終下校
 

平 常 時 程 

冬   時   程 
18：30 

18：00 
18：50 

18：15 

  
  ※なお、今年度の部活動の開設については５月の部活動保護者会で説明します。 
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4 保健室から 
 
 保健室では、各学校医や学校薬剤師と連絡を取り合いながらお子様の健康管理や保健指導

を行っております。また万一、学校にて体調が優れない場合やケガをしてしまった場合には

救急処置等を行い、元気に学校生活を送れるよう支援していきます。さらに、場合によって

は家庭とも連絡を密にし、適切な処置・対応を行えるよう心掛けておりますので、保護者の

皆様には、ぜひご理解とご協力をお願いいたします。 

 

① 『家庭連絡票』について  

  各年度初めに、ご家庭に配布・返却いたします。以下の用途で使用いたしますので、保

護者の方が詳細を正確に記入してください。特に、緊急連絡先につきましては確実に連絡

のできる電話番号をお願いいたします。また、年度途中で変更点がありましたら、お早め

に連絡いただきますよう、あわせてお願いいたします。 
 

① 医療機関を受診する際の緊急連絡や参考資料 

② 体調不良等による早退の連絡 

③ お子様の健康に関しての連絡 

④ 定期健康診断時の参考資料 

                                        

②  医療機関の受診を要する場合  

  在校中に医療機関の受診を要すると思われる傷病は、『家庭連絡票』をもとに保護者の

方に連絡いたします。保護者の方は、保険証や診察券等、受診に必要な物をお持ちになり、

できる限りご来校下さい。 

  保護者の方の都合により来校できない場合は、『家庭連絡票』に記載の医院で受診し、

医院にて保護者の方の到着をお待ちいたします。記載がない場合は、学校近隣の医院か学

校医の医院で受診いたしますので、予めご了承ください。 

  また、日本スポーツ振興センター（以下「センター」）を申請される場合は、保健室ま

で申し出てください。必要書類等をお渡しいたします。 

 

③  体調不良等による早退について  

  保健室にて救急処置を行ったり、しばらく経過観察等を行っても授業復帰が難しい場合

は、『家庭連絡票』をもとに保護者の方に連絡して早退をさせます。 

  また状態によっては、保護者の方に迎えに来ていただくこともありますので、予めご承

知おきください。 

 
 学校医・学校薬剤師（平成２６年度）  ※ 平成 2７年度の学校医と学校薬剤師については  

以降にお知らせします 
内 科 重城 克彦  ☎：538-7431 上砂町砂町 1-2-3 
眼 科 菅本 理絵  ☎：536-4303 幸町 1-33-10 
歯 科 片岡 滋  ☎：531-3274 西砂町 6-1-9 
耳鼻咽喉科 平塚 宗雄  ☎：528-3387 高松町 3-13-15 
整形外科 古岡 邦人  ☎：535-5558 上砂町 3-55-10 
精 神 科 中村 誠  ☎：525-6285 曙町 2-32-3 
薬 剤 師 安藤 裕生      ☎：529-7944 曙町２－３４－６  
 
 学校感染病について   
「感染症かな？」と疑われる場合は、まず医師の診察をお受けください。学校感染病に指

定されている疾病につきましては、出席停止（欠席扱いとなりません）となりますので早急

に学校までご連絡ください。 
 疾病が回復し、登校する際は、主治医に記入していただいた『治癒証明書』を学校までご
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提出ください。所定の用紙は、学校または五中ホームページよりダウンロードしていただく

こともできます。 

✿ 学校感染病一覧 ✿ 

第１種 第２種 第３種 
 出   席   停   止   の   期   間 

治癒するまで
 

各疾病により基準あり
 

医師による判断
 

感染症予防法 

第１類と第２類の感染症 

飛沫感染するもの 
 

流行が拡大するもの 
 

エボラ出血熱 
クリミア・コンゴ出血熱 
痘そう 
南米出血熱 
ペスト 
マールブルグ病 
ラッサ熱 
急性灰白髄炎（ポリオ） 
ジフテリア 
重症性急性呼吸器症候群  

（SARS に限る） 
新型インフルエンザ 

（H5N1 に限る） 

インフルエンザ 

（H5N1 を除く） 
百日咳 
麻疹（はしか） 
風疹 
水痘（みずぼうそう） 
流行性耳下腺炎 

（おたふく） 
咽頭結膜熱（プール熱） 
結核 
髄膜炎菌性髄膜炎 
 

 

コレラ 
細菌性赤痢 
腸管性出血性大腸菌感染症 
腸チフス 
パラチフス 
流行性角結膜炎 
急性出血性結膜炎 
その他、学校教育活動を通じて 
 流行を広げる可能性のあるもの 
  例：感染性胃腸炎、溶連菌感染症など 
 

 

 定期健康診断について   

 毎年、春に行われる定期健康診断は、お子様の健康を守るための重要な学校行事です。日

時等の詳細を事前にお知らせいたしますので、しっかりと受診をお願いいたします。また、

保健に関する様々な提出物も、健康診断に必要なものばかりです。提出期限内に必ず提出し

てください。万一、健康診断にて、お子様に疾病や異常が発見される、または疑われる場合

は、治療・受診勧告書（=『○○検診結果のお知らせ』）にてお知らせいたします。異常等

がない場合は、特別な通知等を行っておりませんのでご承知おきください。 
 

 保健関係の書類について   
 定期健康診断を始め、保健に関する様々な書類等に関しまして、その目的以外の使用はい

たしません。また、保管・管理につきましては、十分に注意して取り扱います。処理につき

ましては、返却、もしくはシュレッダー処理等を行い、個人情報に配慮いたします。 
 

 その他のお願い   
朝からお子様の体調が優れない場合は、無理に登校してもお子様にとって負担となります

ので、体調が回復されるまで家庭での静養をお願いいたします。また、遅刻や欠席の連絡

は、保護者の方が生徒手帳に記入して提出していただくか、7:50～８ :10 の間にお電話

くださいますようお願いいたします。 
原則、保健室にて内服薬は使用いたしておりません。風邪薬や痛み止め等の内服薬は、ご

家庭でいつも使用されているものをお子様に持参させてください。 
ケガ等で引き続き処置が必要な場合は家庭にて手当て等をお願いいたします。 
帰宅後に医療機関を受診された場合は、後日、受診結果等を保健室まで連絡をお願います。

センターを申請される場合も、あわせてお知らせください。 
心臓疾患や腎臓疾患、糖尿病、各種アレルギー疾患などで学校生活上、配慮や管理が必要

なお子様につきましてはお早めにお申し出ください。「学校生活管理指導表」を主治医に記

入していただき、全校保護者会 4／１１（土）までにご提出ください。 
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 10 組[特別支援学級]         
 

  本校には特別支援学級が設置されており、名前は『１０組』です。１０組には、本来は通

常の学級で学習するところを、何らかの理由により小集団で個人の状況に応じた指導をした

方が学習効果のあがる生徒が在籍して学習しています。 

 

 「やってみよう。きっとできる！」を合い言葉に、 

 ① 各自の得意な分野をさらに伸ばし、これは他の人には負けないぞという自信をつける。 

 ② 自分の苦手な分野にも取り組んでみようという意欲をもつ。 

 ③ 取り組んだ結果だけでなくむしろどれだけ出来ることが増えたか、どれだけ頑張った  

  かを自分でふり返り、次につなげる。 

という基本姿勢で、生涯にわたり「たくましく生きていく力」を身につけるべく学習に

取り組んでいます。 

 

国語、数学、英語などは各個人の学習状況や学年を考慮したグループに分かれての形態で、

それ以外の教科（音楽・美術・体育・技術家庭など）では複数の担任・介助員のサポートを

受けながら主指導者から指導を受ける学習

形態で、１年生から３年生まで一斉に学習し

ています。教材は生徒一人一人の状況に合わ

せて担任が手作りしたものを多く用い、体験

することを重視したものになっています。 

  ＜今日一日楽しかったな＞＜また明日早

く学校に行きたいな＞という気持ちがもて

るような雰囲気を大切にして、毎日を明るく

すごしています。  

                                                            春・新入生を迎えて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏・バスケットボール大会         秋・合唱コンクール 

（青梅市民体育館）        （たましんＲＩＳＵＲＵホール） 
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入学までの準備                

    

 ①服装 ☆中学生らしい服装を心がけてください。 

  ◇標準服 

    男子⇒オリジナルエンブレム付きブレザー、チェック柄スラックス 

       白ワイシャツ（下着のシャツは白とする）、ネクタイ 

    女子⇒オリジナルエンブレム付きブレザー、チェック柄スカート 

       指定の紺ベスト、白ワイシャツ（下着のシャツは白とする）、リボン  

            ☆靴下は、男女とも黒、紺、白とする 

            ☆男子のベルトは黒・茶とする 

     ・標準服はどこで注文されても結構ですが、指定洋服店は下記になっています。 

      『ムサシノ』 ℡５２７―８２０１ (立川店 )  ＊昭島駅前・エスパ昭島店でも取り扱っています。  

      『シーガル』 ℡５４６―５５５６    東中神駅北口  ザ・ビッグ昭島店３階 

  ◇体育着，ジャージ(ジャージには、学年カラーで学校名・氏名の刺繍が入ります。) 

      男子・女子とも白丸首半袖Ｔシャツ，ハーフパンツ 

      販売元『マイスポーツ立川』（℡５３６－７９００） 

  ◇上ばき…体育館シューズと兼用です。 

      学校指定で、学年別に色分けしてあります。 

      【学年カラー】新ｌ年生：黄色／ 新２年生：青色／ 新３年生：赤色 

       取扱店『Ｙショップ上砂町店クリハラ』（℡５３６－２８２４） 

  ◇通学靴 体育の授業に適した運動靴に限ります。 

 

 ②体育着の価格 

    ・ジャージ上下 … ７９００円 

    ・半袖シャツ  … １９００円 

    ・ハーフパンツ … ２７５０円 

    ・上履き    … ３０９０円 

                                    

 ③教科書，学用品など 

     ＊教科書…入学後に学校で配布します。 

    ＊学用品…筆記用具，ノート，その他 

        は各教科の授業で説明します。                                    

                                                  

  ＊カバン…特に指定はありませんが、 

        中学生らしく華美でないもので、両手が空くリユック形式が望ましいです。 

 

持ち物には、必ず 記名 してください。 
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その他（集金、就学援助について）        
 

１ 副教材費・校外学習費などの集金について 

   本校では、各教科の副教材費・校外学習費・ミルク給食費・    ＰＴＡ会費・ランチカ 

ード購入費の納入は、多摩信用金庫砂川支店の口座より自動引き落としさせていただいて  

おります。（口座振替手数料１回ごと１０円がかかります） 

  そのため、下記の手続きを  ３月末までを目途に  お願いいたします。 

 

  ① 

 

 

 

 
  多摩信用金庫砂川支店に 
  口座をお持ちでない方 

 

 

 

 

 

 
  口座を開設してください 
（ご家族どなたの名義でもかまいませ

ん） 

 

 

  ② 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
全員の方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 本日配布した｢学校(園)諸費預金口座振替申込書｣に 
 必要事項をご記入のうえ、 
  多摩信用金庫 砂川支店 に提出してください。  

 

給食を希望 
 される方 

 

 
 「預金口座振替払いに関する届出書[学校（園）諸費

用]」（給食）に必要事項をご記入のうえ、上記支店に提出

し、同時にランチカード代金を入金してください。 
 

  ＜平成２６年度集金額＞ ☆以下の金額には変更もあります。 

   ○副教材費－－－－－（１年生・年額）   １４ ,０００円 

    ＊このほかにも、「総合的な学習の時間」などでの校外学習費が必要です。  

   ○ミルク給食費－－－（年額）８ ,３０４円 

                ＊給食実施日数により変動があります。 

   ○ＰＴＡ会費－－－－（１世帯あたり・年額）2,400 円 

   ○ランチカード－－－（希望者のみ・２０食分）5,740 円 

   ◇移動教室［スキー教室］の費用として、２４年度は４２ ,000 円を集金しました。 

   ◇修学旅行の費用は、２年生に進級してから積み立てます。 

    その他の費用として、班行動費(現地での交通費や拝観料など)が必要です。 

   ◆なお、修学旅行(平成２９年度)について、市からの補助金の額は未定です。  

 

２ 教育費の援助制度（就学援助） 

   立川市では、副教材費・校外学習(移動教室・修学旅行など)費・ミルク給食費・ラン 

 チカード購入費などを援助する制度があります。入学時は、４月に申請し、前年の収入  

 額などを基準に認定されます。年度ごとの認定なので、２学年以降も、毎年、申請手続  

 きが必要です。詳細については、立川市教育委員会学務課学務保健係へお問い合わせく  

 ださい。【立川市教育委員会学務課学務保健係 ℡５２３－２１１１内線(2515,2516)】 
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